
                             新旧対照表                      （農薬取締法に基づく農薬の輸入通関の際
における取り扱いについて）4/1施行 

新 旧 

１～３ （同左） 

４ 税関への確認依頼事項 

  輸入者が農薬の輸入に際し税関に対して提出又は提示することとされてい

る書類等及び輸入通関の際におけるその取扱いは、次に掲げる農薬の区分に

応じ、当該項目に定めるところによるものとする。 

(1) 法第２条第１項の規定による登録を受けた農薬 

輸入者は、農薬の登録若しくは登録の変更の際に農林水産大臣が交付す

る登録票の原本又は農林水産省消費・安全局農産安全管理課において登録

票の原本の記載と相違ない旨の証明がされた当該登録票の写しを提出又

は提示することとされているので、通関の際においては、当該書類の提出

又は提示をもって関税法（昭和 29 年法律第 61 号）第 70 条に規定する他

の法令の規定による許可、承認等を受けている旨の証明（以下「許可承認

等証明」という。）とされたい。 

(2) 法第 15 条の２第１項の規定による登録を受けた農薬 

イ （同左） 

ロ 輸入者は、農薬の登録若しくは登録の変更の際に農林水産大臣が交付

する登録票の原本又は農林水産省消費・安全局農産安全管理課において

登録票の原本の記載内容と相違ない旨の証明がされた当該登録票の写

しを提出又は提示することとされているので、通関の際においては、上

記イの表示に代えて、当該書類の提出又は提示をもって許可承認等証明

とすることができることとされたい。 

(3) （同左） 

(4) 省令で定める場合に輸入する農薬 

    輸入者は、農林水産省消費・安全局農産安全管理課において省令で定め

る場合に該当することを確認し、輸入確認済の印を押捺した農薬輸入願

（別記様式第１号）又はその写しを税関に提出又は提示することとされて

いるので、通関の際においては、当該書類の内容を確認されたい。 

５ （同左） 

６ その他 

農薬の輸入通関の際、上記に基づく取扱いに疑義が生じた場合は、その都

度農林水産省消費・安全局農産安全管理課に照会願いたい。 
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新 旧 

別記様式第１号 
 

農 薬 輸 入 願 
  

年 月 日  

農林水産省消費・安全局農産安全管理課長 殿 

 

   輸入者住所 法人にあっては主たる事務 

所の所在地 

 輸入者氏名 法人にあっては名称及び代 

表者の氏名         印 

           担当者氏名 

            連 絡 先 

 

輸入目的  

一般的名称  名

称 輸入用名称  

有効成分  

規格・数量(t・kl)  

と
す
る
品
目 

輸
入
し
よ
う 

その他  

生産国  

製造所の名称  

製造所の所在地  

添付資料 

 １．試験研究計画書 

 ２．その他（                    ） 

備 

考 

 

農
林
水
産
省
確
認
欄 

特記事項 

 
 

別記様式第１号 
 

農 薬 輸 入 願 
  

年 月 日  

農林水産省生産局生産資材課長 殿 

 

   輸入者住所 法人にあっては主たる事務 

所の所在地 

 輸入者氏名 法人にあっては名称及び代 

表者の氏名         印 

           担当者氏名 

            連 絡 先 

 

輸入目的  

一般的名称  名

称 輸入用名称  

有効成分  

規格・数量(t・kl)  

と
す
る
品
目 

輸
入
し
よ
う 

その他  

生産国  

製造所の名称  

製造所の所在地  

添付資料 

 １．試験研究計画書 

 ２．その他（                    ） 

備 

考 

 

農
林
水
産
省
確
認
欄 

特記事項 

  

 




